
徳島県入札・契約情報公表要綱 新旧対照表
新 旧

第１～２条 略 第１～２条 略

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表) (入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第３条 １～６ 略 第３条 １～６ 略

７ 契約担当者は、工事の契約を締結したときは、当該工事 ７ 契約担当者は、工事の契約を締結したときは、当該工事

ごとに、契約締結日から原則１４日後に、次に掲げる資料 ごとに、契約締結日の１ヶ月 後に、次に掲げる資料

を公表するものとする。 を公表するものとする。

(1) 工事区分、工種、種別及び細別ごとの数量、金額等 (1) 工事区分、工種、種別及び細別ごとの数量、金額等

を明示する資料 を明示する資料

(2) ７(1)に付随する資料 (2) ７(1)に付随する資料

８ 契約担当者は、第５項の工事について契約金額の変更を ８ 契約担当者は、第５項の工事について契約金額の変更を

伴う契約変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係 伴う契約変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係

る同項第二号から第四号までに掲げる事項及び変更の理由 る同項第二号から第四号までに掲げる事項及び変更の理由

を契約結果表により当該事項を公表するものとする。 を契約結果表により当該事項を公表するものとする。

９ 第４、５、７、８項の規定により公表した事項について ９ 第４、５、７、８項の規定により公表した事項について

は、当該年度の翌年度末（３月３１日）まで公表するもの は、当該年度の翌年度末（３月３１日）まで公表するもの

とする。 とする。

第４条～第７条 略 第４条～第７条 略

附則 附則

（施行期日） （施行期日）

この要綱は、平成１３年８月１日から施行する。 この要綱は、平成１３年８月１日から施行する。

この要綱は、平成１４年５月１日から施行する。 この要綱は、平成１４年５月１日から施行する。

この要綱は、平成１５年７月２３日から施行する。 この要綱は、平成１５年７月２３日から施行する。

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

この要綱は、平成１７年５月１日から施行する。 この要綱は、平成１７年５月１日から施行する。

この要綱は、平成１９年５月１日から施行する。 この要綱は、平成１９年５月１日から施行する。

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。 この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。

この要綱は、平成２１年３月１０日から施行する。 この要綱は、平成２１年３月１０日から施行する。

この要綱は、平成２１年５月１日から施行する。 この要綱は、平成２１年５月１日から施行する。

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。

この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

この要綱は、令和３年１月４日から施行する。 この要綱は、令和３年１月４日から施行する。

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 この要綱は、令和５年５月１日から施行する。

この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 この要綱は、令和６年５月１日から施行する。


